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第２５号議案 

   令和８年度大山崎町一般会計予算 

 令和８年度大山崎町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，０５６，９２８千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

 （一時借入金） 
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第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和８年３月３１日 提 出 

大山崎町長 前川 光     
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事 項 期 間 限 度 額

　　京都府議会議員選挙に係るポスター掲示場設置等委託
自　令和８年度

至　令和９年度
５００千円

　　起債管理システム使用料
自　令和９年度

至　令和１３年度
１，０００千円

　　じん芥処理事業に係る清掃公用車購入
自　令和８年度

至　令和９年度
１０，２００千円

  自動体外式除細動器(AED)借上事業
自　令和９年度

至　令和１４年度
７，０００千円

　　監視カメラ更新事業　第二大山崎小学校
自　令和９年度

至　令和１２年度
１，３００千円

第２表　債務負担行為
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事 項 期 間 限 度 額

　　監視カメラ更新事業　大山崎中学校
自　令和９年度

至　令和１２年度
１，６００千円

－9－



起 債 の 目 的

千円

〃 〃

〃 〃

雨水施設整備事業債 8,600 〃 〃 〃 〃

急傾斜地崩壊対策事業債 900 〃 〃

町道整備事業債 105,700 〃 〃

〃 〃

観光施設等整備事業債 4,500 〃 〃 〃 〃

公用車購入事業債 2,400 〃 〃

福祉団体研修所整備等事業
債

1,300 〃 〃 〃 〃

庁舎設備整備事業債 5,600

4.0％以内（ただし､

利率見直し方式で借

り入れる政府資金及

び民間資金等につい

て､利率見直しを行っ

た後においては､当該

見直し後の利率）。

政府資金についてはその融

資条件、民間資金等の場合

にはその債権者と協定する

ところによる。ただし、町

財政の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、若

しくは繰上償還又は低利に

借換えすることができる。

第３表　地方債

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

証券発行の場合において

発行価格が額面金額を下

回るときは、それぞれの

発行価格差減額をうめる

ために必要な金額をそれ

ぞれの限度額に加算した

金額を限度額とする。

政府資金又は民間資金

等（証書借入又は証券

発行）。ただし、証券

発行の方法による場合

においては、発行価格

は額面金額100円につ

き99円以上とする。
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

計 234,300

体育館設備整備事業債 3,400 〃 〃 〃 〃

〃 〃

中学校施設等整備事業債 43,700 〃 〃 〃 〃

小学校施設等整備事業債 55,500 〃 〃

公園整備事業債 2,700 〃 〃 〃 〃
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